
規 則

�愛媛県規則第２５号
愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則（昭和２８年愛媛県規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…２７２

告 示

○ 落札者等の告示…………………………………………………………………………………………………………………………………………（情報政策課）…２８０

○ 登録研修機関の登録……………………………………………………………………………………………………………………………………（長寿介護課）…２８０

○ 土地改良事業の工事の完了……………………………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…２８０

○ 保安林の指定の解除……………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…２８０

○ 保安林の指定施業要件の変更（３件）………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２８０

○ 落札者等の告示………………………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…２８１

○ 公共測量の終了の通知（３件）………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…２８１

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し…………………………………………………………………………………………………………………（会計課）…２８２

○ 土地改良区役員の就退任の届出（４件）………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…２８２

○ 土地改良区の定款変更の認可（３件）…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２８３

○ 土地改良区役員の就退任の届出（５件）…………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…２８３

○ 土地改良区役員の住所の変更の届出………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２８４

○ 土地改良区役員の就退任の届出（２件）………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）…２８４

公 告

○ 初動捜査支援システムの借入れ…………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）…２８５

労働委員会告示

○ あっせん員候補者の公示………………………………………………………………………………………………………………………（労働委員会事務局）…２８６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の
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改 正 後 改 正 前

愛媛県ふぐの取扱いに関する条例施行規則

（試験公告）

第１条 愛媛県ふぐの取扱いに関する条例（昭和２７年愛媛県条例第

６３号。以下「条例」という。）第４条の規定によるふぐ取扱者試

験（以下「試験」という。）を行うときは、期日、場所、受験願

書の締切期日 その他試験施行について必要な事項を、その

度 に公告する。

（免許証の再交付申請）

第８条 条例第７条第２項の規定により免許証の再交付を受けよう

とする者は、別記様式第５号による再交付申請書に条例第１４条第

愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則

（試験公告）

第１条 愛媛県ふぐ取扱者条例 （昭和２７年愛媛県条例第

６３号。以下「条例」という。）第４条の規定によるふぐ取扱者試

験（以下試験 という。）を行うときは、期日、場所及び受験

願書の締切り期日、その他試験施行について必要な事項を、その

たびに公告する。

（免許証の再交付申請）

第８条 条例第７条第２項の規定により免許証の再交付を受けよう

とする者は、別記様式第５号による再交付申請書に条例第１４条第
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３号の免許証再交付手数料及び免許証の記載事項に変更を生じた

場合又は免許証を毀損した場合にあつては当該免許証を添えて知

事に提出しなければならない。

第９条 省略

（ふぐの取扱所の届出）

第９条の２ 条例第１０条の２第１項の規定によるふぐの取扱所の届

出は、別記様式第６号の２による届出書に次に掲げる書類を添え

てしなければならない。

� 主たるふぐ取扱者の免許証の写し

� 食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）第３５条各号に掲

げる営業にあつては、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第

５２条第１項の許可を受けていることを証する書類（以下「営業

許可証」という。）の写し

� 食品衛生法施行令第３５条各号に掲げる営業以外の営業にあつ

ては、営業設備の大要及びふぐの取扱所付近の見取図

２ 条例第１０条の２第２項の規定による変更の届出は、別記様式第

６号の３による届出書に次に掲げる書類を添えてしなければなら

ない。

� 条例第１０条の２第１項第１号又は第３号に掲げる事項に変更

を生じた場合にあつては、当該ふぐの取扱所に係る次条の届出

済証

� 条例第１０条の２第１項第３号又は第５号に掲げる事項（ふぐ

の取扱所の名称を除く。）に変更を生じた場合であつて、営業

の種類（同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあつては、変

更後の営業の種類）が食品衛生法施行令第３５条各号に掲げる営

業であるときは、営業許可証の写し

� 条例第１０条の２第１項第４号に掲げる事項に変更を生じた場

合にあつては、変更後の主たるふぐ取扱者の免許証の写し

（届出済証の様式）

第９条の３ 条例第１０条の３第１項の届出済証は、別記様式第６号

の４による。

（紛失等の届出書）

第９条の４ 条例第１０条の３第３項の規定による紛失等の届出は、

別記様式第６号の５の届出書に届出済証を毀損した場合にあつて

は当該届出済証を添えてしなければならない。

（廃業等の届出書）

第９条の５ 条例第１０条の４の規定による廃業等の届出は、別記様

式第６号の６の届出書によらなければならない。

様式第３号（第６条関係）

３号の免許証再交付手数料

を添えて知

事に提出しなければならない。

第９条 省略

様式第３号（第６条関係）

省略 省略

資 格

□ 愛媛県ふぐの取扱いに関する条例（昭和２７年愛媛

県条例第６３号）第４条の規定によるふぐ取扱者試

験に合格した者

省略

資 格

□ 愛媛県ふぐ取扱者条例 （昭和２７年愛媛

県条例第６３号）第４条の規定によるふぐ取扱者試

験に合格した者

省略

省略 省略

注意１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付してください。

� 愛媛県ふぐの取扱いに関する条例第４条の規定に

よるふぐ取扱者試験の合格証書の写し若しくは合格

証明書又は他の都道府県において条例に基づきふぐ

の取扱いの免許等を受けていることを証する書類

�・� 省略

注意１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付してください。

� 愛媛県ふぐ取扱者条例 第４条の規定に

よるふぐ取扱者試験の合格証書の写し若しくは合格

証明書又は他の都道府県において条例に基づきふぐ

の取扱いの免許等を受けていることを証する書類

�・� 省略

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号
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第２条 愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則の一部を次のように改正する。

様式第６号の次に次の５様式を加える。

愛媛県収入証紙貼付欄

省略

愛媛県収入証紙ちよう付欄

省略

様
式
第
四
号

（

第

七

条
、
第
八

条
、
第
九

条
の
二
、

様
式
第
五

号
―
様
式

第
六
号
の

三
関
係
）

省
略愛

媛
県
ふ
ぐ

の
取
扱
い
に
関

す
る
条
例
（
昭

和
二
十
七
年
愛

媛
県
条
例
第
六

十
三
号
）
に
よ

り
ふ
ぐ
取
扱
者

の
免
許
を
与
え

る省
略 様

式
第
四
号

（

第

七

条
関
係
）

省
略愛

媛
県
ふ
ぐ

取
扱
者
条
例（

昭

和
二
十
七
年
愛

媛
県
条
例
第
六

十
三
号
）
に
よ

り
ふ
ぐ
取
扱
者

の
免
許
を
与
え

る省
略

様式第５号（第８条関係）

省略

１～４ 省略

注意 免許証（別記様式第４号）の記載事項に変更を生じた場

合又は免許証を破り、若しくは汚した場合は、当該免許証

を添付してください。

様式第７号（第１０条関係）

（表）

様式第５号（第８条関係）

省略

１～４ 省略

様式第７号（第１０条関係）

（表）

省略 省略

写 真 貼 付 写 真 ち よ う 付

（裏） （裏）

この証を携帯する者は、愛媛県ふぐの取扱いに関する条例

（昭和２７年愛媛県条例第６３号）により立入検査をする職権を

持つ者で、その関係条文は次のとおりであります。

省略

この証を携帯する者は、愛媛県ふぐ取扱者条例

（昭和２７年愛媛県条例第６３号）により立入検査をする職権を

持つ者で、その関係条文は次のとおりであります。

省略

省略 省略

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号
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様式第６号の２（第９条の２関係）

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号
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様式第６号の３（第９条の２関係）

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２７６



様式第６号の４（第９条の２、第９条の３、様式第６号の３、様式第６号の５、様式第６号の６関係）

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２７７



様式第６号の５（第９条の４関係）

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２７８



様式第６号の６（第９条の５関係）

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２７９



告 示

��������������

�������
�愛媛県告示第４２１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除に係る保安林の所在場所

西条市小松町安井字ゲスケ乙１４６の１２、字ジヨ乙１４４の５、乙

１４４の６、小松町明穂字絹笠丙３０２の５から丙３０２の７まで、小

松町大郷字臼坪乙６５の１４、乙６５の１５

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

送電変電設備用地とするため

２� 解除に係る保安林の所在場所

西条市丹原町寺尾乙８９の２１、乙８９の２２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

送電変電設備用地とするため

�������
�愛媛県告示第４２３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

今治市朝倉上甲１７３、甲１７４、甲３０５５、乙８９の１、乙８９の６、乙

８９の９から乙８９の１２まで、乙８９の１５、乙８９の１６、乙８９の１８から乙

８９の２１まで、乙８９の２５、乙７４５の１、乙７４９の２１、乙７４９の２２、乙

７６２の１、古谷乙５９の１、乙５９の１２、乙５９の９６から乙５９の９８まで、

乙６０の１、乙１４３の７、乙１４４の１から乙１４４の４まで、乙２４４の１、

乙２４４の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

附 則

１ この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出され、又は交付している改正前の愛媛県ふぐ取扱者条例施行規則様式第３号、様式第４号及び様式第７号の

規定による書類は、改正後の愛媛県ふぐの取扱いに関する条例施行規則様式第３号、様式第４号及び様式第７号の規定による書類とみな

す。

�愛媛県告示第４１９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４２０号
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第４条第２項の規定により、次のとおり登録研修機関の登録をした。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県基幹ネットワークシステム運
用管理・支援及び利用支援業務 一
式

愛媛県企画振興部
政策企画局情報政
策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２９年３月２８日

フェイス・ソリューシ
ョン・テクノロジーズ
株式会社松山支店
松山市南江戸二丁目９
番１７号 せとかんビル
３Ｆ

２２，１６１，６００円 一般競争入札 平成２９年２月１４日

登録を受けた者
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
登録年月日

かくたん

喀痰吸引等研修の課程
名 称 住 所 名 称 所 在 地

株式会社アドバンス・
アクティブ

大阪府大阪市中央区常
盤町２丁目３－１６ 高
木産業ビル５０２号

株式会社アドバンス・
アクティブ 神戸営業
所

兵庫県神戸市中央区元
町通６丁目８－１０ 山
端ビル２Ｆ

平成２９年４月５日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭
和６２年厚生省令第４９号）別表第１第１号の
基本研修及び同表第２号の実地研修並びに
別表第２第１号の基本研修及び同表第２号
の実地研修

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 今治西部地区（今
治市） 平成２９年１月３１日

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２８０
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� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４２４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財５４５５（次の図に示す部分に限る。）、５４

５８、５４６０、５４６２、５４６８、６２２８、６２３０、６２３２、津島町岩松乙１９４

の１、津島町近家乙３の１から乙３の６まで、乙５の４、乙５

の１１、乙５の２５

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財１９０から１９２まで、２０４、２１２から２１６まで、

２１８、２２０、２２１、２２３、２２９、７１０から７１３まで、７２１、７２２、７３３か

ら７４０まで、７６７、７６９、７７０、２９４７、２９４９、２９７２、２９７３、津島町

増穂丁６５４の１

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町坪井字上シデノ谷４３３、津島町高田己２１の１、

己２１の３、己２１の５、己２１の８、己２２の１、己２２の２、己２２の

４から己２２の６まで、己２３の１、己２３の２、己２３の４から己２３

の６まで、己２３の８

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４２５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として

指定された目的

平成１３年９月２５日愛媛県告示第１５７１号（４及び５に係るものに

限る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４２７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２８年８月８日から

平成２９年３月３日まで

３ 作業地域 松山市保免地区

�������
�愛媛県告示第４２８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

�愛媛県告示第４２６号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等又は特定役務の名
称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

土砂災害情報相互通報システム構築
詳細設計委託業務

愛媛県土木部河川
港湾局砂防課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２９年３月３０日

パシフィックコンサル
タンツ株式会社四国支
社
香川県高松市紺屋町４
番地１０

１４，９０４，０００円 一般競争入札 平成２９年２月７日

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２８１
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１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量、数値図化）

２ 作業期間 平成２８年１０月２５日から

平成２９年３月２８日まで

３ 作業地域 南宇和郡愛南町

�������
�愛媛県告示第４２９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、大洲市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値写真（デジタル）地上画素寸法１６

�）
２ 作業期間 平成２８年８月１日から

平成２９年３月３０日まで

３ 作業地域 大洲市全域

�������
�愛媛県告示第４３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

�������
�愛媛県告示第４３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市角野土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

就 任

�愛媛県告示第４３０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

三第
１９号

新居浜市別子山甲４８２番地の３ 新居浜市別子山支所 新居浜市別子山甲４８２番地の３ 平成２９年３月３１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 明 満 新居浜市新須賀町一丁目６番４０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 佑 造 新居浜市西泉町７番８号

〃 白 石 初太郎 新居浜市徳常町３番１１号

監 事 藤 田 幸 隆 新居浜市西喜光地町４番４０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８番３４号

〃 宮 � 和 郎 新居浜市徳常町９番２９号

監 事 鈴 木 邦 宣 新居浜市星原町９番１１号

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 山 内 和 雄 新居浜市星原町９番１５号

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 鈴 木 邦 宣 新居浜市星原町９番１１号

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２８２



退 任

�������
�愛媛県告示第４３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�������
�愛媛県告示第４３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�������
�愛媛県告示第４３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市神戸土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２９年４月１４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第４３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２９年４月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

�������
�愛媛県告示第４３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市安城寺町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市東長戸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 岡 功 男 新居浜市御蔵町９－１１

〃 山 内 栄 一 新居浜市山田町３－１５

〃 松 本 幸 � 新居浜市西連地町一丁目６－４６

〃 渡 邉 恵 一 新居浜市中筋町一丁目１４－４

〃 白 石 育 夫 新居浜市北内町三丁目５－３

〃 山 本 佑 造 新居浜市西泉町７－８

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

〃 鈴 木 章 夫 新居浜市北内町一丁目１２－２３

〃 木 村 康 男 新居浜市北内町一丁目７－２６

〃 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３－３２

〃 渡 邉 敏 � 新居浜市角野新田町二丁目５－２０

〃 本 田 甚 一 新居浜市角野新田町三丁目５－１６

監 事 眞 鍋 哲 哉 新居浜市中筋町一丁目６－３１

〃 伊 藤 勝 正 新居浜市北内町二丁目５－４０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 岡 功 男 新居浜市御蔵町９－１１

〃 松 本 健 治 新居浜市篠場町１１－２５

〃 松 本 幸 � 新居浜市西連地町一丁目６－４６

〃 渡 邉 恵 一 新居浜市中筋町一丁目１４－４

〃 白 石 育 夫 新居浜市北内町三丁目５－３

〃 山 本 佑 造 新居浜市西泉町７－８

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

〃 伊 藤 榮 基 新居浜市北内町一丁目１０－１２

〃 木 村 康 男 新居浜市北内町一丁目７－２６

〃 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３－３２

〃 原 國 紘 新居浜市角野新田町二丁目７－１６

〃 本 田 甚 一 新居浜市角野新田町三丁目５－１６

監 事 白 石 徹 新居浜市北内町一丁目１２－１８

〃 眞 鍋 哲 哉 新居浜市中筋町一丁目６－３１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 藤 章 東温市樋口２４４番地

〃 植 杉 房 夫 東温市下林甲２４６６番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 芳之内 省 平 松山市安城寺町１２８６番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 田 淪 松山市東長戸三丁目３番７号

〃 岡 本 昌 人 松山市東長戸二丁目９番３６号

〃 門 屋 正 寛 松山市東長戸三丁目１番５号

〃 高 松 宏 松山市東長戸三丁目９番２１号

〃 高 松 康 夫 松山市東長戸三丁目７番３７号

〃 永 田 博 道 松山市東長戸二丁目１０番５号

〃 安 田 裕 喜 松山市東長戸三丁目２番５号

監 事 五百木 公 紀 松山市東長戸三丁目２番１号

〃 安 田 稔 松山市東長戸二丁目１０番２４号

〃 � 橋 賢 三 松山市東長戸三丁目９番１８号

愛 媛 県 報平成２９年４月１４日 第２８６５号

２８３
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�愛媛県告示第４４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市勝岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市太山寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市�保田土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の
届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�������
�愛媛県告示第４４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松野町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 田 淪 松山市東長戸三丁目３番７号

〃 岡 本 昌 人 松山市東長戸二丁目９番３６号

〃 門 屋 正 寛 松山市東長戸三丁目１番５号

〃 高 松 宏 松山市東長戸三丁目９番２１号

〃 高 松 康 夫 松山市東長戸三丁目７番３７号

〃 高 松 寿 幸 松山市東長戸三丁目１１番４６号

〃 安 田 裕 喜 松山市東長戸三丁目２番５号

監 事 仲 田 理 男 松山市東長戸三丁目３番８号

〃 永 田 時 雄 松山市東長戸二丁目１１番２３号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 勝 利 松山市勝岡町１２６８番地２

〃 大 野 信 良 松山市勝岡町１２８８番地４

〃 柳 原 計 介 松山市勝岡町２５７３番地１

〃 植 木 駒 夫 松山市勝岡町２５５８番地

〃 岡 本 邦 � 松山市勝岡町２５１１番地

〃 大 野 信 哉 松山市勝岡町１２８７番地

監 事 植 田 允 子 松山市勝岡町１０９２番地

〃 原 運 � 松山市勝岡町２５３５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 勝 利 松山市勝岡町１２６８番地２

〃 大 野 信 良 松山市勝岡町１２８８番地４

〃 柳 原 計 介 松山市勝岡町２５７３番地１

〃 植 木 駒 夫 松山市勝岡町２５５８番地

〃 岡 本 邦 � 松山市勝岡町２５１１番地

〃 大 野 信 哉 松山市勝岡町１２８７番地

監 事 岡 本 正 博 松山市勝岡町２６１１番地

〃 原 運 � 松山市勝岡町２５３５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 克 己 松山市太山寺町１７３３番地４

〃 岡 本 成 峰 松山市勝岡町２５５０番地

〃 渡 部 逸 人 松山市太山寺町１４８１番地１

〃 木 本 健 郎 松山市太山寺町１８６５番地１

〃 鵜 高 晴 耕 松山市太山寺町１５４８番地

〃 山 崎 謙 二 松山市太山寺町１３２６番地１

〃 門 間 修 二 松山市太山寺町５７０番地２

〃 武 智 清 二 松山市太山寺町５４１番地

〃 須之内 勝 松山市太山寺町１４０９番地２

〃 山 口 数 広 松山市太山寺町２２８１番地３

〃 山 先 � 志 松山市古川北二丁目６番３１号

〃 藤 井 公 平 松山市勝岡町２６７６番地

監 事 小笠原 謙 二 松山市勝岡町２５４３番地

〃 山 田 康 人 松山市太山寺町１３６３番地

〃 上 森 實 松山市太山寺町１１０８番地１０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 井 公 平 松山市勝岡町２６７６番地

〃 木 地 照 雄 松山市太山寺町１２０１番地２

〃 森 田 克 己 松山市太山寺町１７３３番地４

〃 山 口 数 広 松山市太山寺町２２８１番地３

〃 井 上 茂 松山市太山寺町１３１０番地

〃 木 本 健 郎 松山市太山寺町１８６５番地１

〃 武 智 重 明 松山市太山寺町５６６番地２

〃 岡 本 成 峰 松山市勝岡町２５５０番地

〃 上 森 實 松山市太山寺町１１０８番地１０

〃 渡 部 逸 人 松山市太山寺町１４８１番地１

〃 門 間 隆 幸 松山市太山寺町５８５番地

〃 須之内 勝 志 松山市太山寺町１３６０番地２

監 事 柳 原 寛 信 松山市勝岡町２５７５番地３

〃 和 田 泰 広 松山市太山寺町２４１７番地２

〃 須之内 勝 広 松山市太山寺町１３４９番地

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

監 事 小 原 博 政 松山市�保田町３５６番
地

松山市�保田町３３１番
地１
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公 告

退 任

�������
�愛媛県告示第４４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２９年４月１４日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

退 任

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年４月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

初動捜査支援システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

初動捜査支援システム一式（ハードウェア一式、ソフトウェ

ア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成３０年３月１日から平成３７年２月２８日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成２９・３０・

３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０

� 入札書の受領期限

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 藤 康 幸 北宇和郡松野町大字蕨生６１１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 裕 大洲市徳森１９８９番地７

〃 武 田 康 秀 大洲市大洲２０９番地２

〃 大 野 新 策 大洲市阿蔵甲２１８番地１

〃 西 野 洋 一 大洲市若宮８２６番地１

〃 長 岡 弘 幸 大洲市徳森６６８番地の１

〃 堺 勝 俊 大洲市平野町野田６３番地２

〃 岩 田 清 一 大洲市野佐来３４４番地

〃 西 山 岩 男 大洲市菅田町菅田甲１１８２番地の１

〃 西 村 豊 大洲市菅田町宇津甲１５２１番地

〃 山 下 勝 利 大洲市成能甲１１８０番地

〃 胸 福 壽 男 大洲市柳沢甲１０４５番地

〃 村 上 晃 一 大洲市新谷甲５０５番地

〃 古 河 賢 一 大洲市喜多山丙３６番地２

〃 大 野 謙 一 大洲市春賀甲９９７番地

〃 後 藤 武 薫 大洲市八多喜町甲２１７８番地

〃 武 内 光 一 大洲市上須戒甲２１６番地

監 事 丸 山 芳 昭 大洲市西大洲甲１５９番地の３

〃 大 谷 壽 昭 大洲市稲積１０番地第７

〃 水 元 庄 一 大洲市柳沢乙１４０７番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 裕 大洲市徳森１９８９番地７

〃 武 田 康 秀 大洲市大洲２０９番地２

〃 大 野 新 策 大洲市阿蔵甲２１８番地１

〃 西 野 洋 一 大洲市若宮８２６番地１

〃 矢 野 猪三夫 大洲市東大洲６１番地２

〃 平 田 光 宏 大洲市平野町野田２１０５番地

〃 大 谷 壽 昭 大洲市稲積１０番地第７

〃 西 山 岩 男 大洲市菅田町菅田甲１１８２番地の１

〃 西 村 豊 大洲市菅田町宇津甲１５２１番地

〃 山 下 勝 利 大洲市成能甲１１８０番地

〃 胸 福 壽 男 大洲市柳沢甲１０４５番地

〃 村 上 晃 一 大洲市新谷甲５０５番地

〃 古 河 賢 一 大洲市喜多山丙３６番地２

〃 窪 田 亀 一 大洲市春賀甲１２００番地

〃 後 藤 武 薫 大洲市八多喜町甲２１７８番地

〃 山 本 虎 夫 大洲市上須戒乙６７５番地第２

監 事 上 田 繁 弘 大洲市西大洲甲５８７番地

〃 河 村 清 史 大洲市森山甲２３番地

〃 矢 野 顯太郎 大洲市多田甲９４９番地
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労働委員会告示

平成２９年５月３１日（水）午後２時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２９年５月３１日（水）午後２時００分

愛媛県警察本部 ２階 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、提出しなければなら

ない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 受領期限

公告の日から平成２９年５月２３日（火）午後５時１５分まで。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： A

Supporting system for criminal inverstigation at the initial

stage

� Time limit of tender：２：００ p．m．，３１，May，２０１７

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０

�愛媛県労働委員会告示第１号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

平成２９年４月１４日

愛媛県労働委員会

会 長 村 田 毅 之

愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

村 田 毅 之 愛媛県労働委員会会長
松山大学法学部教授

３５期
３９期～４２期 平成２７年８月３１日

大 野 圭 介 愛媛県労働委員会会長代理
弁護士 ４２期 〃

横 本 恭 弘 愛媛県労働委員会委員
特定社会保険労務士 ４２期 〃

小 田 敬 美 愛媛県労働委員会委員
愛媛大学法文学部教授 ４２期 〃

大 熊 伸 定 愛媛県労働委員会委員
弁護士 ４２期 平成２８年５月９日

砂 田 篤 志 愛媛県労働委員会委員
愛媛県私鉄労働組合連合会副会長 ４０～４２期 平成２７年８月３１日

若 宮 強 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・自治労愛媛県本部執行委員長 ４０～４２期 〃

筒 井 克 巳 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・ＵＡゼンセン愛媛県支部長 ４１～４２期 〃

杉 本 宗 之 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛会長 ４１～４２期 〃

菊 池 順 子 愛媛県労働委員会委員
前連合愛媛女性委員会副委員長 ４２期 〃

仙 波 誉 子 愛媛県労働委員会委員
株式会社岩本商会代表取締役社長 ３７～４２期 〃
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黒 田 周 子 愛媛県労働委員会委員
今治コミュニティ放送株式会社代表取締役社長 ３８～４２期 〃

伊勢家 勝 正 愛媛県労働委員会委員
株式会社伊勢屋商店代表取締役社長 ４０～４２期 〃

今 井 基 博 愛媛県労働委員会委員
株式会社住共クリーンセンター代表取締役社長 ３８・４２期 〃

大 西 宏 昭 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ４２期 〃

上 月 昌 志 愛媛県労働委員会事務局長 ― 平成２９年４月１日

大 西 信 治 愛媛県労働委員会事務局次長 ― 平成２８年４月１日

白 石 光 弘 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 ― 平成２８年４月１日

平成２９年４月１４日 発行
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